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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を収容する洗浄消毒槽と、
　前記洗浄消毒槽に開閉自在な蓋部と、
　前記洗浄消毒槽への前記内視鏡の収容を検知する収容検知部と、
　前記洗浄消毒槽に対する前記蓋部の開状態及び閉状態を検知する開閉検知部と、
　前記洗浄消毒槽内において前記内視鏡の洗浄消毒を行うための洗浄消毒部と、
　前記洗浄消毒部の駆動を検知する洗浄消毒検知部と、
　警告を発する報知部と、
　前記収容検知部、前記開閉検知部及び前記洗浄消毒検知部に接続され、前記収容検知部
が前記洗浄消毒槽に前記内視鏡が収容されたことを検知した後、且つ、前記洗浄消毒検知
部が前記洗浄消毒部の駆動を検知する前に、前記開閉検知部が前記蓋部の閉状態を検知し
た場合を第１閉状態と判断する判断部と、
　少なくとも前記開閉検知部、前記洗浄消毒検知部、前記報知部及び前記判断部に接続さ
れており、前記判断部が前記第１閉状態を検知した後、前記洗浄消毒検知部が前記洗浄消
毒部の駆動を検知する前に、前記開閉検知部が前記蓋部の開状態を検知すると、前記報知
部を駆動して警告を発する制御を行う制御部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
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　前記判断部が前記第１閉状態を判断した後から前記洗浄消毒検知部が前記洗浄消毒部の
駆動を検知するまでの時間が設定時間を超えていた場合、前記報知部を駆動制御すること
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡を洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡洗浄消毒装置を用いて内視鏡を洗浄消毒する際は、操作者は、先ず、内視鏡洗浄
消毒装置の蓋部を開け、洗浄消毒槽に使用済みの内視鏡を収容して内視鏡の口金に各種チ
ューブを接続した後、蓋部を閉じてスタート釦を押下する。
【０００３】
　その後、洗浄消毒工程がスタートし、一定時間経過後、洗浄消毒工程が終了する。最後
に、操作者は、蓋部を開け、洗浄消毒済みの内視鏡を取り出す。
【０００４】
　ここで、上述した洗浄消毒工程において、使用済みの内視鏡が洗浄消毒槽に収容され、
蓋部が閉じられた後、スタート釦が押下されずに長時間放置されてしまう場合がある。
【０００５】
 この場合、内視鏡を洗浄消毒槽に収容した操作者とは別の操作者によって蓋部が開けら
れ洗浄消毒前の内視鏡が持ち出されてしまう可能性がある。このため、洗浄消毒槽から持
ち出した操作者に内視鏡が洗浄消毒前であることを知らせる機能が求められていた。
【０００６】
　このような事情に鑑み、日本国第特開２００３－２３５７９３号公報には、内視鏡洗浄
消毒装置が、洗浄消毒工程終了後、内視鏡に洗浄消毒済みである情報を送信する機能を有
しているとともに、内視鏡の使用に際し内視鏡を手術室のプロセッサに接続した際、プロ
セッサ内のマイコンが、内視鏡から洗浄消毒済みであるか否かの情報を受け取り、洗浄消
毒済みでない内視鏡が接続された場合は警告を発する機能を有していることにより、操作
者に内視鏡が洗浄消毒前であることを知らせるシステムが開示されている。
【０００７】
 しかしながら、日本国第特開２００３－２３５７９３号公報に開示されたシステムでは
、洗浄消毒槽から持ち出した内視鏡を手術室のプロセッサに接続するまで、内視鏡が洗浄
消毒済みであるか否かを操作者は判別することができないといった問題があった。
【０００８】
 本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、操作者による洗浄消毒前の内視鏡
の洗浄消毒槽からの持ち出しを抑制できる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置を提供する
ことを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
 本発明の一態様における内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を収容する洗浄消毒槽と、前記
洗浄消毒槽に開閉自在な蓋部と、前記洗浄消毒槽への前記内視鏡の収容を検知する収容検
知部と、前記洗浄消毒槽に対する前記蓋部の開状態及び閉状態を検知する開閉検知部と、
前記洗浄消毒槽内において前記内視鏡の洗浄消毒を行うための洗浄消毒部と、前記洗浄消
毒部の駆動を検知する洗浄消毒検知部と、警告を発する報知部と、前記収容検知部、前記
開閉検知部及び前記洗浄消毒検知部に接続され、前記収容検知部が前記洗浄消毒槽に前記
内視鏡が収容されたことを検知した後、且つ、前記洗浄消毒検知部が前記洗浄消毒部の駆
動を検知する前に、前記開閉検知部が前記蓋部の閉状態を検知した場合を第１閉状態と判
断する判断部と、少なくとも前記開閉検知部、前記洗浄消毒検知部、前記報知部及び前記
判断部に接続されており、前記判断部が前記第１閉状態を検知した後、前記洗浄消毒検知
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部が前記洗浄消毒部の駆動を検知する前に、前記開閉検知部が前記蓋部の開状態を検知す
ると、前記報知部を駆動して警告を発する制御を行う制御部と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置を概略的に示す図
【図２】図１の内視鏡洗浄消毒装置の装置本体内における警告部を概略的に示すブロック
図
【図３】図２の警告部における洗浄消毒部の一例を、洗浄消毒装置の内部構成とともに示
す図
【図４】図１の内視鏡洗浄消毒装置の洗浄消毒槽に内視鏡を内視鏡ガイド部材とともに載
置しセットした状態を示す斜視図
【図５】図１の内視鏡洗浄消毒装置を用いた内視鏡の洗浄消毒工程を概略的に示すフロー
チャート
【図６】図２の制御部による警告部の制御動作を示すフローチャート
【図７】図６の警告ステップ後に一定時間以内に再度内視鏡が検知された場合の図２の制
御部による警告部の制御動作の変形例を示すフローチャート
【図８】図６の第１閉状態判断ステップ後に設定時間経過した場合の図２の制御部による
警告部の制御動作の変形例を示すフローチャート
【図９】本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の装置本体内における警告部を概略的に示す
ブロック図
【図１０】図９の制御部による警告部の制御動作を示すフローチャート
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、図面は模式的なものであり
、各部材の厚みと幅との関係、それぞれの部材の厚みの比率などは現実のものとは異なる
ことに留意すべきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれていることは勿論である。
【００１４】
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置を概略的に示す図、図２は、図１の内視鏡
洗浄消毒装置の装置本体内における警告部を概略的に示すブロック図である。
【００１５】
 また、図３は、図２の警告部における洗浄消毒部の一例を、洗浄消毒装置の内部構成と
ともに示す図、図４は、図１の内視鏡洗浄消毒装置の洗浄消毒槽に内視鏡を内視鏡ガイド
部材とともに載置しセットした状態を示す斜視図である。
【００１６】
 図１に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１は、装置本体２と、その上部に、例えば図示
しない蝶番を介して開閉自在に接続された蓋部３とを具備している。
【００１７】
 装置本体２の下部に、装置本体２の上部に閉じられている蓋部３を、操作者の踏み込み
操作により、装置本体２の上方に開くためのペダルスイッチ２ｐが設けられている。
【００１８】
 尚、蓋部３の開閉動作は、ペダルスイッチ２ｐに限定されず、例えば、操作者が手で持
ち上げても良いし、操作者によって手動操作されるスイッチによって行われても構わない
。
【００１９】
 また、装置本体２の上部に、内視鏡洗浄消毒装置１を用いて洗浄消毒する内視鏡２０１
が収容される洗浄消毒槽４が設けられている。洗浄消毒槽４への内視鏡２０１は、図４に
示すように、例えば内視鏡ガイド部材２５０が用いられて行われる。
【００２０】
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 尚、洗浄消毒槽４の内視鏡２０１の収容取り出し口となる開口４ｋは、蓋部３によって
開閉自在となっている。尚、蓋部３の開閉状態は、後述する開閉検知部１０４（図２参照
）によって検知される。
【００２１】
 また、本実施の形態においては、洗浄消毒槽４に、１つの内視鏡２０１が収容され、内
視鏡洗浄消毒装置１が用いられて１つの内視鏡２０１が洗浄消毒される場合を例に挙げて
示す。尚、これに限らず、洗浄消毒槽４には２つ以上の内視鏡が収容され、同時に洗浄消
毒される構成であっても構わない。
【００２２】
 また、内視鏡２０１は、例えば、被検体内に挿入される挿入部２０１ａと、挿入部２０
１ａの基端に連設された操作部２０１ｂと、操作部２０１ｂから延出されたユニバーサル
コード２０１ｃと、ユニバーサルコード２０１ｃの延出端に設けられたコネクタ部２０１
ｄとから主要部が構成されている。
【００２３】
 尚、洗浄消毒槽４への内視鏡２０１の収容検知は、後述する収容検知部１０３（図２参
照）により行われる。
【００２４】
 また、装置本体２の内部には、警告部１００が設けられている。図２に示すように、警
告部１００は、洗浄消毒槽４への内視鏡２０１の収容を検知する収容検知部１０３と、洗
浄消毒槽４に対する蓋部３の開状態及び閉状態を検知する開閉検知部１０４と、洗浄消毒
槽４内において内視鏡２０１の洗浄消毒を行うための洗浄消毒部１０６と、洗浄消毒部１
０６の駆動を検知する洗浄消毒検知部１０５と、警告を発する報知部１０７と、判断部１
０２を具備する制御部１０１とを具備している。
【００２５】
 尚、制御部１０１は、少なくとも開閉検知部１０４、洗浄消毒部１０６、報知部１０７
に接続されているとともに収容検知部１０３とも接続されている。
【００２６】
 収容検知部１０３は、例えば図４に示すように、装置本体２の上面に設けられており、
洗浄消毒槽４への内視鏡２０１の収容を検知する。
【００２７】
 尚、収容検知部１０３は、洗浄消毒槽４や内視鏡洗浄消毒装置１の他の部位に設けられ
ていても構わない。
【００２８】
 また、収容検知部１０３は、例えばＲＦ－ＩＤリーダや、バーコード読み取り部、操作
者によって入力されるタッチパネル部から構成されている。
【００２９】
 尚、図４においては、ＲＦ－ＩＤリーダから構成されている場合を例に挙げて示してい
る。
【００３０】
 よって、収容検知部１０３がＲＦ－ＩＤリーダから構成されている場合は、洗浄消毒槽
４への内視鏡２０１の検知を行うため、コネクタ部２０１ｄには、既知の図示しないＲＦ
－ＩＤが内蔵されている。
【００３１】
 ＲＦ－ＩＤには、内視鏡２０１の機種名や製造番号等の内視鏡２０１に関する情報が入
力されている。尚、コネクタ部２０１ｄにＲＦ－ＩＤが内蔵されていない場合には、コネ
クタ部２０１ｄにＲＦ－ＩＤタグや、ＲＦ－ＩＤシールを外付けしても良い。また、ＲＦ
－ＩＤは、コネクタ部２０１ｄに限定されず、内視鏡２０１の他の部位に設けられていて
も構わない。
【００３２】
 収容検知部１０３がＲＦ－ＩＤリーダの場合、収容検知部１０３は、収容検知部１０３
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にコネクタ部２０１ｄが操作者によって近接されることによって、ＲＦ－ＩＤ内の情報を
読み取ることにより、洗浄消毒槽４への内視鏡２０１の収容を検知する。
【００３３】
 尚、以上のことは、収容検知部１０３がバーコード読み取り部から構成されている場合
でも同じであり、この場合、コネクタ部２０１ｄには、内視鏡２０１の各種情報が入力さ
れたバーコードが設けられている。
【００３４】
 この場合、収容検知部１０３は、収容検知部１０３にコネクタ部２０１ｄが操作者によ
って近接されることにより、バーコード内の情報を読み取ることにより、洗浄消毒槽４へ
の内視鏡２０１の収容を検知する。
【００３５】
 また、収容検知部１０３がタッチパネル部から構成されている場合は、操作者によりタ
ッチパネル部に入力がなされることにより、収容検知部１０３は、洗浄消毒槽４への内視
鏡２０１の収容を検知する。
【００３６】
 開閉検知部１０４は、洗浄消毒槽４に対する蓋部３の開状態及び閉状態を検知するもの
であり、例えば装置本体２内に設けられている。また、開閉検知部１０４は、既知の開閉
検知センサから構成されている。
【００３７】
 例えば、洗浄消毒部１０６は、薬液を貯留する薬液貯留部と、薬液貯留部に貯留された
薬液を洗浄消毒槽４に供給する薬液供給部とを最低限の構成として有している。尚、ここ
でいう薬液とは、内視鏡に付着した有機物汚れを落とす洗浄液であってもよいし、内視鏡
に付着した菌類を無毒化する消毒液であってもよい。
【００３８】
　例えば、前記薬液貯留部は下記に詳細を述べる洗剤タンク１１ａ、アルコールタンク１
１ｂ、および薬液タンク５８のうちの１種以上であってもよい。さらに、例えば、薬液供
給部は、洗浄剤管路３９および洗剤用ポンプ、アルコール管路４１およびアルコール供給
ポンプ４２、もしくは、薬液管路６４および薬液ポンプ６５のうちの１種以上であっても
よい。
【００３９】
 一例として、洗浄消毒部１０６は、図３の１点鎖線に示す部位によって構成される。以
下、内視鏡洗浄消毒装置１の内部構成の一例を示す。
【００４０】
 図３に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１は、給水ホース接続口３１に、給水ホース３
１ａの一端が接続され、この給水ホース３１ａの他端が外部の水道蛇口５に接続されるこ
とにより、水道水が供給される構成を有している。
【００４１】
　給水ホース接続口３１は、給水管路９の一端と連通している。この給水管路９は、他端
が三方電磁弁１０に接続されており、管路の中途において、給水ホース接続口３１側から
順に、給水電磁弁１５と、逆止弁１６と、給水フィルタ１７とが介装されている。
【００４２】
 尚、給水フィルタ１７は、定期的に交換できるように、カートリッジタイプの濾過フィ
ルタとして構成されている。給水フィルタ１７は、通過する水道水の異物、雑菌等を除去
する。
【００４３】
　三方電磁弁１０は、流液管路１８の一端と接続されており、給水循環ノズル２４に対す
る給水管路９と流液管路１８との連通を内部の弁によって切り替える。
【００４４】
 つまり、給水循環ノズル２４は、三方電磁弁１０の切り替え動作により、給水管路９と
流液管路１８とのいずれか一方と連通する。また、流液管路１８の他端側には、流液ポン
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プ１９が介装されている。
【００４５】
　洗浄消毒槽４に配設された循環口５６は、循環管路２０の一端に接続されている。循環
管路２０の他端は、流液管路１８の他端及びチャンネル管路２１の一端と連通するように
、２つに分岐している。チャンネル管路２１の他端は、各送気送水／鉗子口用ポート１３
ａ～１３ｄに連通している。また、図示しないが、チャンネル管路２１の他端は、図示し
ない鉗子起上用ポートにも連通している。
【００４６】
　チャンネル管路２１は、管路の中途において、一端側から順に、チャンネルポンプ２６
、チャンネルブロック２７、チャンネル電磁弁２８がそれぞれ介装されている。チャンネ
ルブロック２７とチャンネル電磁弁２８の間におけるチャンネル管路２１には、洗浄ケー
ス６と一端が接続しているケース用管路３０の他端が接続されている。このケース用管路
３０には、リリーフ弁３６が介装されている。
【００４７】
　洗剤ノズル２２は、洗浄剤管路３９の一端と接続されており、洗浄剤管路３９の他端は
、洗剤タンク１１ａに接続されている。この洗浄剤管路３９には、その中途に、洗浄剤を
洗剤タンク１１ａから洗浄消毒槽４まで持ち上げるため高圧の自吸式のポンプから構成さ
れた洗剤用ポンプ４０が介装されている。
【００４８】
　アルコールタンク１１ｂは、アルコール管路４１の一端と接続されており、このアルコ
ール管路４１はチャンネル管路２１と所定に連通するように、チャンネルブロック２７に
接続されている。
【００４９】
 このアルコール管路４１には、アルコールをアルコールタンク１１ｂから洗浄消毒槽４
まで持ち上げるため高圧のアルコール供給ポンプ４２と、電磁弁４３とが介装されている
。
【００５０】
　また、チャンネルブロック２７には、気体を移送することができる自吸式ポンプから構
成されたエアポンプ４５からの空気を供給するためのエア管路４４の一端が所定にチャン
ネル管路２１と連通するように接続されている。
【００５１】
 このエア管路４４は、他端が前記エアポンプ４５に接続されており、エア管路４４の中
途位置には、逆止弁４７と、定期的に交換されるエアフィルタ４６とが介装されている。
【００５２】
　洗浄消毒槽４の排水口５５には、弁の切り替え動作により、外部へ洗浄液等を排出した
り、薬液タンク５８に消毒液を回収したりするための開閉自在な切替弁５７が配設されて
いる。
【００５３】
 切替弁５７は、外部排水口へ接続される不図示の排水ホースと一端が接続されて連通す
る排水管路５９の他端と接続されており、この排水管路５９には排水ポンプ６０が介装さ
れている。
【００５４】
 また、切替弁５７は、薬液回収管路６１の一端と接続され、この薬液回収管路６１の他
端は薬液タンク５８に接続されている。
【００５５】
　薬液タンク５８は、上述したように、薬液ボトル９０から薬液、例えば消毒液が供給さ
れるように、薬液受部６２の一端とも接続されている。この薬液受部６２の他端は、薬液
ボトル９０が収容されるカセットトレー８０に所定に接続されている。
【００５６】
　また、薬液タンク５８内には、一端に吸引フィルタ６３が設けられた薬液管路６４の一
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端部分が所定に収容されている。この薬液管路６４は、他端が消毒液ノズル２３に接続さ
れており、中途位置に、消毒液を薬液タンク５８から洗浄消毒槽４まで持ち上げるため高
圧のポンプから構成された薬液ポンプ６５が介装されている。　
　尚、洗浄消毒槽４の底面の下部には、上述したように、例えば２つの超音波振動子５２
と、ヒータ５３とが配設されている。また、ヒータ５３の温度調節のため、洗浄消毒槽４
の底面の略中央には、温度検知センサ５３ａが設けられている。
【００５７】
　このヒータ５３は、洗浄消毒槽４内に貯留され、装置内を循環する消毒液を所定の温度
に加温するためのものである。尚、消毒液には、その消毒効果が最も期待できる適正温度
がある。この適正温度である前記所定の温度までヒータ５３によって加温された消毒液は
、内視鏡２０１及び装置本体２内の外表面や各管路を有効的に消毒することができる。
【００５８】
　また、温度検知センサ５３ａは、洗浄消毒槽４内に貯留され、装置内を循環する消毒液
の液温を検知し、その検知結果を制御部１０１へと伝達する。そして、制御部１０１は、
温度検知センサ５３ａからの検知結果に基づいて、消毒液を所定の温度に保つように、ヒ
ータ５３を駆動、停止する制御を行う。
【００５９】
　また、内視鏡洗浄消毒装置１の内部には、外部のＡＣコンセントから電力が供給される
電源７１と、この電源７１と電気的に接続される制御部１０１が設けられている。この制
御部１０１は、メイン操作パネル７（図４参照）等からの各種信号が供給され、上述した
各ポンプ、各電磁弁などを駆動制御する。
【００６０】
 図２に戻って、洗浄消毒検知部１０５は、図３の１点鎖線に示した洗浄消毒部１０６の
駆動を検知するものであり、例えば水位センサや、圧力センサ、温度センサや、その他の
センサから構成されている。
【００６１】
 具体的には、洗浄消毒槽４内への液体の供給を検知したり、上述した各種管路内の圧力
を検知したり、洗浄消毒槽４内の液体の温度を検知したり、上述した各種ポンプの駆動を
検知したりする等により、洗浄消毒部１０６の駆動を検知する。
【００６２】
 判断部１０２は、収容検知部１０３、開閉検知部１０４及び洗浄消毒検知部１０５に接
続されており、収容検知部１０３が洗浄消毒槽４に内視鏡２０１が収容されたことを検知
した後、且つ、洗浄消毒検知部１０５が洗浄消毒部１０６の駆動を検知する前に、開閉検
知部１０４が蓋部３の閉状態を検知した場合を第１閉状態と判断するものである。
【００６３】
 また、本実施の形態においては、判断部１０２は、制御部１０１に一体的に設けられて
いるが、別体であっても構わない。
【００６４】
 制御部１０１は、判断部１０２が第１閉状態を検知した後、洗浄消毒検知部１０５が洗
浄消毒部１０６の駆動を検知する前に、開閉検知部１０４が蓋部３の開状態を検知すると
、報知部１０７を駆動して警告を発する制御を行うものであり、例えばＣＰＵから構成さ
れている。
【００６５】
 報知部１０７は、警告を発するものであり、例えば警告音、メイン操作パネル７等を用
いた警告表示、光、臭い等によって、操作者に第１閉状態後、洗浄消毒部１０６の駆動前
に、蓋部３が開けられたことを警告するものである。
【００６６】
 次に、図１の内視鏡洗浄消毒装置１を用いた内視鏡２０１の洗浄消毒工程について、図
５を用いて簡単に説明する。図５は、図１の内視鏡洗浄消毒装置を用いた内視鏡の洗浄消
毒工程を概略的に示すフローチャートである。
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【００６７】
 図５に示すように、操作者は、先ず、ステップＳ１において、ペダルスイッチ２ｐの踏
み込み操作を行うことにより蓋部３を開ける。
【００６８】
 次いで、ステップＳ２において、使用後の内視鏡２０１のコネクタ部２０１ｄを収容検
知部１０３に近接させることにより、収容検知部１０３がＲＦ－ＩＤリーダから構成され
ている場合は、収容検知部１０３にコネクタ部２０１ｄのＲＦ－ＩＤを読み取らせ、その
後、内視鏡２０１を、洗浄消毒槽４に上述した図４に示したように収容し、操作部２０１
ｂ及びコネクタ部２０１ｄに設けられた図示しない口金に、洗浄消毒槽４に設けられた各
送気送水／鉗子口用ポート１３ａ～１３ｄや、図示しない漏水検知ポートから延出するチ
ューブを接続して内視鏡２０１をセットする。
【００６９】
 その後、ステップＳ３において、蓋部３を手動操作により閉じる。この際、開閉検知部
１０４により蓋部３の閉状態が検知され、判断部１０２により第１閉状態と判断される。
尚、この時点では、蓋部３はロックされることがないため、蓋部３を再度開けることが可
能である。即ち、操作者は、洗浄消毒槽４から、洗浄消毒前の内視鏡２０１を取り出すこ
とが可能である。これは、蓋部３を閉じた後、再度蓋部３を開け、洗浄消毒槽４における
内視鏡２０１の配置位置を再度調整する場合があるためである。
【００７０】
 次いで、ステップＳ４において、メイン操作パネル７に設けられた洗浄消毒工程開始釦
７ｓをオンする。尚、洗浄消毒工程開始釦７ｓがオンされた後、蓋部３はロックされ、ス
テップＳ６の洗浄消毒工程終了後までロックが解除されてしまうことがない。
【００７１】
 即ち、ステップＳ５における洗浄消毒工程開始後は、ステップＳ６における終了後まで
操作者は、洗浄消毒槽４から内視鏡２０１を内視鏡洗浄消毒装置１の電源を強制的にオフ
しない限り取り出すことはできない。
【００７２】
 その結果、ステップＳ５において洗浄消毒槽４において内視鏡２０１を洗浄消毒する既
知の洗浄消毒工程がスタートし、一定時間経過後、ステップＳ６において洗浄消毒工程が
終了する。尚、洗浄消毒工程終了後、蓋部３のロックは解除される。
【００７３】
 その後、ステップＳ７において、操作者は、ペダルスイッチ２ｐの踏み込み操作を行う
ことにより、蓋部３を開け、洗浄消毒槽４から洗浄消毒後の内視鏡２０１を取り出す。
【００７４】
 次に、図２の制御部１０１による警告部１００の制御動作について、図６を用いて説明
する。図６は、図２の制御部による警告部の制御動作を示すフローチャートである。
【００７５】
 図６に示すように、先ず、ステップＳ２０における収容検知部１０３が内視鏡２０１を
検知可能なスタンバイ状態において、ステップＳ２１において、収容検知部１０３を用い
て洗浄消毒槽４に内視鏡２０１が収容されたか否か、即ち、収容検知部１０３が内視鏡２
０１を検知したか否かを判定する。
【００７６】
 具体的には、収容検知部１０３がＲＦ－ＩＤリーダから構成されている場合、収容検知
部１０３に、操作者によってコネクタ部２０１ｄが近接されることによるＲＦ－ＩＤの読
み取りの有無により、内視鏡２０１が収容されたか否かを判定する。
【００７７】
 内視鏡２０１が検知されれば、ステップＳ２２において、開閉検知部１０４により蓋部
３が閉じられた否かを判定する。
【００７８】
 蓋部３が閉じられていれば、ステップＳ２３において、洗浄消毒検知部１０５を用いて
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洗浄消毒部１０６が駆動されたか否かを判定する。洗浄消毒部１０６が駆動されていれば
、ステップＳ５に分岐し、上述した洗浄消毒工程がスタートされる。洗浄消毒部１０６が
駆動されていなければ、ステップＳ２４に移行し、判断部１０２により、上述した第１閉
状態であると判断され、その後、ステップＳ２５に移行する。
【００７９】
 ステップＳ２５では、制御部１０１により、蓋部３の開状態が開閉検知部１０４によっ
て検知された否かが判定される。蓋部３が閉状態のままであれば、ステップＳ２３に戻り
、開状態が検知されれば、最後にステップＳ２６において、報知部１０７を駆動すること
により、警告を発して操作者に第１閉状態後、洗浄消毒部１０６の駆動前に、ペダルスイ
ッチ２ｐの踏み込み操作が行われることによって蓋部３が開けられたことを警告する。
【００８０】
 このように、本実施の形態においては、洗浄消毒槽４への内視鏡２０１の収容検知がな
され、洗浄消毒部１０６が駆動する前に蓋部３が閉じられた第１閉状態を判断部１０２に
より検知された後、洗浄消毒部１０６が駆動する前に、開閉検知部１０４によって蓋部３
の開状態が検知されると、制御部１０１は、報知部１０７を駆動して警告を発すると示し
た。
【００８１】
 このことによれば、洗浄消毒工程が開始される前に、洗浄消毒槽４に内視鏡２０１が収
容されている状態で、内視鏡２０１を取り出そうとして蓋部３が開けられると必ず警告が
発せられるため、操作者に、洗浄消毒槽４から取り出そうとしている内視鏡が洗浄消毒前
であることを容易に認識させることができる。
【００８２】
 また、既存の内視鏡洗浄消毒装置の構成を用いて警告を行うことができるため、製造コ
ストが増大してしまうことがない。
【００８３】
 以上から、操作者による洗浄消毒前の内視鏡２０１の洗浄消毒槽４からの持ち出しを抑
制できる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置１を提供することができる。
【００８４】
 尚、以下、変形例を、図７を用いて示す。図７は、図６の警告ステップ後に一定時間以
内に再度内視鏡が検知された場合の図２の制御部による警告部の制御動作の変形例を示す
フローチャートである。
【００８５】
 上述した本実施の形態においては、判断部１０２による第１閉状態が判断された後、洗
浄消毒部１０６の駆動前に蓋部３が開けられると、報知部１０７から警告が発せられると
示した。
【００８６】
 しかしながら、図５のステップＳ３において蓋部３が閉じられた後、ステップＳ４にお
いて洗浄消毒工程開始釦７ｓがオンされる前に、上述したように再度蓋部３を開け、洗浄
消毒槽４における内視鏡２０１の配置位置を再度調整する場合がある。
【００８７】
 この際、蓋部３を開けると、警告が発せられてしまい、その後、洗浄消毒槽４に内視鏡
２０１を再セットし、蓋部３を閉じても警告が発し続けられてしまうため、操作者にとっ
て使い勝手が悪いといった問題がある。
【００８８】
 そこで、図７に示すように、再セットのため、図６のステップＳ２４の第１閉状態判断
後、ステップＳ２５において洗浄消毒工程開始釦７ｓがオンされる前に蓋部３が開けられ
ると、ステップＳ２６において報知部１０７から警告を発するが、その後、ステップＳ２
７において、制御部１０１は、開閉検知部１０４により、一定時間以内に蓋部３の閉状態
を検知した場合には、ステップＳ２８に移行して警告を停止する制御を行い、一定時間以
内に蓋部３の閉状態を検知できない場合には、ステップＳ２９において警告を継続する制
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御を行っても良い。
【００８９】
 このことによれば、操作者は蓋部３を開け内視鏡２０１を洗浄消毒槽４に再セットし、
蓋部３を閉じれば警告が停止されるため、内視鏡２０１の再セット作業が行いやすくなる
。また、蓋部３を閉じない限り警告は継続されるため、洗浄消毒前の内視鏡の持ち出し、
使用を抑制することができる。
【００９０】
 また、以下、別の変形例を、図８を用いて示す。図８は、図６の第１閉状態判断ステッ
プ後に設定時間経過した場合の図２の制御部による警告部の制御動作の変形例を示すフロ
ーチャートである。
【００９１】
 制御部１０１は、判断部１０２が第１閉状態を判断した後から洗浄消毒検知部１０５が
洗浄消毒部１０６の駆動を検知するまでの時間が設定時間を超えていた場合、報知部１０
７を駆動制御しても良い。
【００９２】
 具体的には、図８に示すように、ステップＳ２４の判断部１０２による第１閉状態判断
後、移行するステップＳ３１において、制御部１０１は、洗浄消毒工程開始釦７ｓがオン
されることにより行われるステップＳ２３の洗浄消毒部１０６の駆動まで設定時間を経過
したか否かを判定する。尚、設定時間は、操作者によって任意に変更可能であっても構わ
ない。
【００９３】
 さらに、制御部１０１は、設定時間を経過していれば、ステップＳ３２に移行して報知
部１０７を駆動することによって警告を発する。
【００９４】
 このことによれば、操作者は、洗浄消毒槽４に使用後の内視鏡２０１を収容し、蓋部３
を閉じた後、洗浄消毒工程開始釦７ｓを押下するのを忘れて放置すると、報知部１０７か
ら警告がなされるため、洗浄消毒工程開始釦７ｓの押し忘れを容易に認識することができ
る。
【００９５】
 即ち、洗浄消毒工程開始釦７ｓの押下が忘れられ、洗浄消毒槽４に洗浄消毒前の内視鏡
２０１が長時間放置され、他の操作者により洗浄消毒前の内視鏡２０１が持ち出されてし
まうことを抑制することができる。
【００９６】
 尚、その他の効果は、上述した本実施の形態と同じである。
【００９７】
（第２実施の形態）
 図９は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の装置本体内における警告部を概略的に示
すブロック図、図１０は、図９の制御部による警告部の制御動作を示すフローチャートで
ある。
【００９８】
　この第２実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置は、上述した第１実施の形態の内視鏡洗浄消
毒装置と比して、収容検知部及び判断部を有さずに、制御部は、蓋部が開状態であれば、
報知部を駆動制御する点が異なる。
【００９９】
 よって、この相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、
その説明は省略する。
【０１００】
 上述した第１実施の形態においては、内視鏡洗浄消毒装置１は、収容検知部１０３、判
断部１０２を有しており、収容検知部１０３により洗浄消毒槽４への内視鏡２０１の収容
が検知され、開閉検知部１０４により蓋部３の閉状態が検知されることにより判断部１０
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２により判断された第１閉状態において、洗浄消毒部１０６の駆動前に蓋部３が開けられ
たことを開閉検知部１０４が検知した場合に、制御部１０１は報知部１０７を駆動して警
告を行うと示した。
【０１０１】
 これに限らず、制御部１０１は、蓋部３の開状態を開閉検知部１０４が検知した場合は
必ず報知部１０７を駆動して警告を行っても良い。
【０１０２】
 具体的には、図９に示すように、警告部１００は、制御部１０１と、制御部１０１にそ
れぞれ接続された開閉検知部１０４及び報知部１０７のみから構成されていても良い。
【０１０３】
 また、図１０に示すように、制御部１０１は、ステップＳ３９において、開閉検知部１
０４が蓋部３の閉状態を検知している状態において、ステップＳ４０において、開閉検知
部１０４を用いて蓋部３の開状態を検知し、蓋部３の開状態が検知されれば、最後にステ
ップＳ４１において、報知部１０７を駆動することにより、警告音または警告表示を発し
て操作者に蓋部３が開けられたことを警告しても良い。
【０１０４】
 このような構成によれば、洗浄消毒槽４への内視鏡２０１の収容の有無に関係なく、蓋
部３の開状態が検知されれば警告が発せられる。このため、洗浄消毒前の内視鏡２０１を
洗浄消毒槽４から持ち出すには、操作者は必ず蓋部３を開けなければならないことから、
洗浄消毒前の内視鏡２０１の持ち出しを抑制することができる。
【０１０５】
 尚、その他の構成及び効果は、上述した第１実施の形態と同じである。
【０１０６】

　本出願は、２０１４年３月２８日に日本国に出願された特願２０１４－６９６７５号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲、
図面に引用されたものである。
【要約】
 洗浄消毒槽と、蓋部と、収容検知部１０３と、開閉検知部１０４と、洗浄消毒部１０６
と、洗浄消毒検知部１０５と、報知部１０７と、収容検知部１０３が洗浄消毒槽に内視鏡
が収容されたことを検知した後、且つ、洗浄消毒検知部１０５が洗浄消毒部１０６の駆動
を検知する前に、開閉検知部１０４が蓋部の閉状態を検知した場合を第１閉状態と判断す
る判断部１０２と、判断部１０２が第１閉状態を検知した後、洗浄消毒検知部１０５が洗
浄消毒部１０６の駆動を検知する前に、開閉検知部１０４が蓋部の開状態を検知すると、
報知部１０７を駆動して警告を発する制御を行う制御部１０１と、を具備する。
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